
2026．４月から 自転車法律改正 

１ 令和 7 年 4 月から 自転車の酒気帯び運転 禁止 

２ 令和 8 年４月から 下記追加 

 

 

 

 

 

 

 

３ 補足 

  ・自転車も車両として反則金対象（１６歳以上） 

  ・違反者に前科はつかない 

  ・反則行為等の詳細情報が掲載された「青切符」と納付書が交付され、反則金を支払うこと 

で処理が終了（刑事手続きなし） 

  ・１６歳未満の違反者は指導警告による違反処理となり青切符は対象外、酒酔い運転、酒気

帯び運転、妨害運転 

 

走行中のスマホ使用 １２，０００ 

遮断踏切立ち入り  ７，０００ 

赤信号無視  ６，０００ 

逆走・歩道走行  ６，０００ 

傘を手にもって走行  ５，０００ 

指定場所一時不停止等  ５，０００ 

イヤホン使用  ５，０００ 

二人乗り  ３，０００ 



 


